
 

 

・福祉バス使用マニュアル 

小山町社会福祉協議会 申請者 
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・本会が事務を受託している団体及び本会

の町受託事業において本会が関与してい

る団体等については、使用する日の６か月

前から 1か月前までに仮予約申込 

・その他の団体は使用する日の３か月前か

ら 1か月前までに仮予約申込 

 

次年度に関する先行予約 

・本会が事務を受託している団体及び本会

の町受託事業において本会が関与してい

る団体等（町を含む）のみ前年 12 月に仮予

約申込可とする。 

参  考 

仮予約申込書の作成・提出 

使用可能かどうか判断し調整

し、仮予約の下段に結果を記載

し、稟議する。 

稟議結果を管理台帳に記載し、

仮予約書をコピー（稟議版欄は

コピーしない。）し、申請者に送

付する。 

仮予約申込書（写し）を受領する 

使用許可申請書を作成（使用予定日

の 1か月前までに提出） 

受付印（用紙上段左側）及び稟議

版（用紙最下段）を押印する。 

管理台帳に受付日順に記載す

る。仮予約申込書に受付番号を

記載する。 

予約 
可 

使用許可申請書を受領する。 

受付印を押印し、コピーを作成

する。 

管理台帳に各種情報を記載し、

福祉バス使用許可書を作成す

る。 

福祉バス使用許可書

を受領する。 

前々日又は前日の朝、使用責任

者に使用の確認をする。 

乗車名簿に変更があるときは、

使用許可申請書の写しに赤書き

訂正し、4日前までに提出する。 

受付印が押印された使用許可申請書

の写しを受領する。 


